
桜川市告示第160号

［歳入］

4～9月
市税 4,566,801 2,799,462 61.3
地方譲与税 280,402 71,965 25.7
利子割交付金 3,979 2,673 67.2
配当割交付金 27,755 6,881 24.8
株式等譲渡所得割交付金 44,702
法人事業税交付金 96,841 45,565 47.1
地方消費税交付金 986,273 609,314 61.8
ゴルフ場利用税交付金 40,294 15,200 37.7
環境性能割交付金 31,834 11,904 37.4
地方特例交付金 63,362 24,064 38.0
地方交付税 6,030,000 4,385,705 72.7
交通安全対策特別交付金 3,500
分担金及び負担金 46,852 14,815 31.6
使用料及び手数料 113,668 57,001 50.1
国庫支出金 3,372,770 807,920 24.0
県支出金 1,618,001 183,654 11.4
財産収入 68,274 32,325 47.3
寄附金 552,134 214,684 38.9
繰入金 1,839,248 100,000 5.4
繰越金 821,969 1,553,065 188.9
諸収入 245,207 69,341 28.3
市債 3,418,400

合計 24,272,266 11,005,537 45.3

桜川市財政事情書の公表について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第１項及び桜川市財政事情書の作成及び公表に関する条例
（平成17年桜川市条例第50号）第２条第１項により、桜川市財政事情書を次のとおり公表します。

令 和 ７ 年 11 月 ６ 日

桜川市長 大塚 秀喜

令和７年度　桜川市一般会計予算執行状況

　令和７年９月30日現在の一般会計の歳入歳出予算の執行状況については、以下のとおりです。

（単位：千円、％）
収入済額 

款
予算現額
（A）

執行率
（B/A）



［歳出］

4～9月
議会費 184,068 91,528 49.7
総務費 6,061,770 1,202,387 19.8
民生費 6,617,133 2,274,156 34.4
衛生費 1,858,905 807,892 43.5
労働費 30 30 100.0
農林水産業費 998,250 266,688 26.7
商工費 258,424 125,391 48.5
土木費 2,896,604 999,938 34.5
消防費 1,006,399 754,972 75.0
教育費 2,687,529 882,586 32.8
災害復旧費 5
公債費 1,631,605 793,385 48.6
諸支出金 29,556 12,835 43.4
予備費 41,988

合計 24,272,266 8,211,788 33.8

［歳入］

4～9月
国民健康保険特別会計 4,596,376 1,817,029 39.5
介護保険特別会計 4,531,284 2,161,901 47.7
介護サービス事業特別会計 15,379 6,528 42.4
後期高齢者医療特別会計 593,685 240,736 40.5

［歳出］

4～9月
国民健康保険特別会計 4,596,376 1,683,370 36.6
介護保険特別会計 4,531,284 1,705,335 37.6
介護サービス事業特別会計 15,379 5,835 37.9
後期高齢者医療特別会計 593,685 173,596 29.2

（単位：千円、％）
支出済額 

令和７年度　桜川市特別会計予算執行状況

　令和７年９月30日現在の特別会計の歳入歳出予算の執行状況については、以下のとおりです。

（単位：千円、％）
収入済額 

（単位：千円、％）
支出済額 

・特別会計とは、特定の収入をもって特定の支出に充て、一般会計と区別して経理する必要がある場合、条例
にもとづいて設置する会計です。

※表中の数値は、端数処理の関係で合計値と内訳の計が一致しない場合があります。

款
予算現額
（A）

執行率
（B/A）

款
予算現額
（A）

執行率
（B/A）

款
予算現額
（A）

執行率
（B/A）



（単位：㎡）

非木造
10,706.35

その他の行政機関 1,733.45

公共用財産 83,515.50
13,817.67

163.39
40,904.08

150,840.44

（単位：㎡）

非木造

4,909.86
4,909.86

（単位：㎡）

財産に関する調書 （一般会計）

１．公用財産（行政財産）
（１）土地及び建物

建物 （延面積）
木造

庁舎 35,365.97 195.00
警察消防施設 11,862.86 214.78
その他の施設
学校 376,671.10 89.25
公営住宅 10,390.80 7,211.42
公園 531,017.74 31.00
その他の施設 1,383,496.14 3,311.95

宅地
山林
雑種地

合計 2,348,804.61 11,053.40

２．公用財産（普通財産）
（１）土地及び建物

建物 （延面積）
木造

宅地 48,539.42
山林 927,253.53
雑種地 73,853.39
その他の施設 57,859.08 1,463.37

合計 1,107,505.42 1,463.37

（２）山林
土地の権利区分 現在高

所有 1,071,385.80
分収 58,900.00
その他の権限によるもの

合計 1,130,285.80

・公有財産とは、地方公共団体の所有に属する財産をいい、行政財産と普通財産に分けられます。

・行政財産とは、市において公用又は公共用に供し、または供することを決定した財産をいいます。

一部の場合を除き，原則，『貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託するこ
と・私権を設定すること』ができず，これに違反する行為は無効となります。

・普通財産とは行政財産以外の公有財産をいいます。

普通財産は『貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託すること（土地）・私権
を設定すること』ができます。主として「経済的価値の発揮」を目的としており、経済的価値を保全発
揮することによって、間接的に市の行政に貢献させるため、管理処分されるべき性質のものとされてい
ます。

区分 土地 （地籍）

区分 土地 （地籍）



（単位：千円）

（単位：台）

（単位：千円）

【内訳】 （単位：千円）

（３）出資による権利
区分 現在高

　茨城県農業信用基金協会出資証券 10,260
　社会福祉法人茨城県社会福祉事業団出資金 393
　桜川市土地開発公社出資金 5,000
　(株)茨城県中央食肉公社株券 7,210
　茨城県信用保証協会出捐金 30,057
　(財)茨城県建設技術公社出捐金 130
　工業技術振興基金出捐金 8,340
　(財)茨城県消防協会出捐金 691
　(財)いばらき腎バンク出捐金 2,000
　(財)茨城県国際交流協会出捐金 2,096
　(財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金 162
　(財)茨城県暴力追放推進センター出捐金 2,131
　（社）茨城県畜産協会預託金 810
　茨城県信用保証協会寄託金 38,650
　地方公営企業等金融機構出資金 3,100
　(財)地域活性化センター出損金 630
　(株)クラセル桜川出資金 10,000

合計 121,660

（４）物品
区分 現在高

乗用車 40
貨物自動車 61
トラック 5
バス 4
消防自動車 40
大型特殊 0

合計 150

（５）債務
区分 現在高

一般市債 20,743,904

・市債とは、学校その他の文教施設、道路の公共施設の建設などで多額の資金を必要とする場合、その
財源に充てるために借り入れることが認められている長期の借入金です。

総務債 189,430 減税補てん債 5,526
民生債 364 臨時財政対策債 6,042,332
衛生債 1,544,952 減収補てん債 28,619
農林水産業債 145,550 過疎対策事業債 761,000
土木債 6,536,029 合計 20,743,904
公営住宅債 39,944
消防債 450,306
教育債 4,964,862
災害復旧債 34,990



（単位：千円）
現在高

4,062,210

874,888

443,931

2,897,513

2,938

3,685

406,695

7,104

219,437

394,956

525,077

2,000

5,162

30,061

71,050

41,005

100,009

10,087,721

（単位 ： 千円）
現在高

150,527

（単位：千円）
現在高

419,050

（６）基金
区分 内容

財政調整基金 年度間の財源の不均衡を調整するための積立金

減債基金
市が借り入れたお金の償還に必要な財源を確保するため
の積立金

地域づくり推進事業基金
地域づくり推進事業を継続的かつ効率的に実施するため
の積立金

公共施設整備基金 公共施設の整備資金に充てるための積立金

交通遺児福祉基金
交通事故に起因する遺児の福祉を目的として寄せられる
善意の資金を有効活用するための積立金

災害補償基金
二神川・源十郎川・島川・樺穂不動沢・仲沢水系河川流
域において、土石等採取事業活動に伴って生ずる「災
害」の防止及び救済を行うための積立金

地域福祉基金
地域における高齢者保険福祉の推進及び民間福祉活動に
対する助成等に充てるための積立金

塚田伝奨学基金 奨学事業を行うための積立金

土地開発基金
公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のため
に取得する必要のある土地をあらかじめ取得することに
より、事業の円滑な執行を行うための積立金

まちづくり振興基金 市民の連携強化及び地域振興を図るための積立金

ふるさと応援基金
まちづくりの賛同者から広く寄附金を募り、これを財源
として各種事業を実施し、多様な人々の参加による個性
豊かな活力あるふるさとづくりをするための積立金

印紙等購入基金
一般旅券の発給申請等に必要な収入印紙及び茨城県収入
証紙の購入及び売りさばき事務を円滑かつ効率的に行う
ための積立金

災害復興義援金基金 災害からの早期の復旧・復興に充てるための積立金

森林環境譲与税基金
森林環境譲与税を原資とする森林環境の保全等に充てる
ための積立金

まち・ひと・しごと創生
基金

法人からの寄附を各種事業実施に必要な費用に充てるた
めの積立金

ビジネスナビゲーション
教育振興基金

未来を担う子どもたちの育成に係る施策を推進するため
の積立金

鈴木孝行教育振興基金
次世代を担う子どもたちの育成及び教育活動を支援する
ための積立金

合計

財産に関する調書 （国民健康保険特別会計）
１．基金

区分 内容

国民健康保険財政調整基金
国民健康保険の診療報酬の支払の円滑化及び保健事業の
充実強化を図り、財政の健全な運営するための積立金

財産に関する調書 （介護保険特別会計）
１．基金

区分 内容
介護給付費準備基金 介護保険事業の健全な財政運営に充てるための積立金

※表中の数値は、端数処理の関係で合計値と内訳の計が一致しない場合があります。


